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○ 自治基本条例第２９条に、「施行の日から４年を超えない期間ごとに、本条例が市民を主体としたまちづくりの実現に寄与しているかについて検証し、市民参画による検討を行う」ことを規定。 

○ 令和７年度は、「自治基本条例に関するアンケートの実施」や「自治基本条例見直し検討委員会による検証結果に関する検討」を実施。 

○ 今回、この検討に先立ち、行政評価等の結果を用いた内部検証を実施し、検討を行うための基礎資料として報告書を作成。 

【内部検証内容】 

 

（１）行政評価等による取

組状況の確認 

 

○ 本条例に関連して実

施した市の事業等を取

りまとめ、条例推進に必

要な取組が実施されて

いるかを確認。 

 

 

【内部検証結果】 

（１）行政評価等による取組状況の確認 

○ 市民参画及び協働関連 

・第２１条（市民参画）…各地区振興協議会や自治会等からの要望に対する『要望事項』『回答内容』『回答後の具体的な対応』を整理したものを市ホームページで公表。対面方式によ

る会合等の市民参画について、誰もが参加しやすくなるよう、開催時間帯や対面方式以外の多様な開催方法で取り組んだ。 

・第２２条（協働）…市民サービス協働事業の実施、まちづくり活動推進事業の実施、周辺地域活性化対策事業の実施。 

・第２４条（地域課題）…住民自治組織（中津江、上津江、大山）に対する支援を実施。 等 

 

○ 隔年で実施している「日田市市民意識調査」において、「市政に参画する機会があった場合、どれに参画したいと思いますか」という設問に対し「参画したいとは思わない」と回答した方

の割合が約４割と最も高く、次いで「アンケートへの回答を通じた参画」が高かった。→アンケート調査を行うことや、調査の手法についても WEB を利用するなどの検討が必要。また、 市

政に関する市民参画の在り方について検討する必要があると考えられる。 

 

○ 市民参画関連以外の本条例に関連して実施した市の事業等については、条例推進に必要な取組が概ね実施されているものと考えられる。 

【内部検証内容】 

 

（２）規定の確認 

 

○ 社会情勢の変化に対

応した条例の規定とな

っているかを確認。 

 

以上、本条例第２９条第１項に関する逐条解説に規定されているとおり、「行政評価等の結果を活用して条例の推進に関連する取組」を検証した結果、概ね評価できるものであり、かつ社会情勢の変化に対応

したものであると整理したもの。 

【社会情勢の変化】 

 

（1）人口の減少と少子高

齢化の進行 

 

（2）地方創生 

 

（3）大規模災害 

 

（4）持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）に対する取組 

 

（５）新型コロナウイルス

「5 類」移行 

 

 

【内部検証結果】 

（２）規定の確認 

①地方創生 

○ 地方創生に関連する内容は、第１３条（計画的な市政運営）に規定されていることを確認。 

②大規模災害 

○ 大規模災害の発生時や災害に備えるための取組に関連する内容は、第２６条（危機管理）に規定されていることを確認。 

③持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に対する取組 

○ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に関連する内容は、次に規定されていることを確認。 

・「ゴール 4 質の高い教育をみんなに」は第８条（子どもの権利等） 

・「ゴール 11 住み続けられるまちづくりを」は第１３条（計画的な市政運営）、第１５条（財政運営）、第２４条（地域課題）、第２６条（危機管理） 

・「ゴール 15 陸の豊かさも守ろう」は第２３条（自然環境、歴史及び文化の保全等） 

・「ゴール 17 パートナーシップで目標を達成しよう」は第７条（地域コミュニティの役割等）、第２２条（協働）、 

第２７条（市内外の人々等との交流及び連携）、第２８条（他の自治体及び国等との連携） 

④新型コロナウイルス「5 類」移行 

〇 感染症対策についての国及び県との連携に関連する内容は、第２８条（他の自治体及び国等との連携）に規定されていることを確認 

〇 情報通信分野の変化による情報発信や情報公開に関連する内容は、第１９条（情報の公開及び管理等）に規定されていることを確認 


